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事例①：実習生と共に地域活性化！ 船舶事故や船上での作業中の事故等により、令和4年には293名の死傷者（うち死者・行方不明
者72名）が発生している。

 漁業における労働災害による死傷者は、船舶事故を伴わない事故によるものが多い。

資料：海上保安庁調べ

漁業における事故の発生状況①
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＊病気及び自殺は含まない
＊平成30年以降は、調査方法が異なる
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図１ 漁船の労働災害発生状況の推移



事例①：実習生と共に地域活性化！ 漁船におけるR4年の船舶事故は「衝突」「転覆」「乗揚」が多い。
 R2年以降、漁船における衝突事故が増加している。

資料：海上保安庁「海難の現況と対策」に基づき水産庁で作成

漁業における事故の発生状況②
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図３ 漁船における衝突事故発生隻数の推移図２ 漁船の海難種類別海難発生隻数（R4年）
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資料：海上保安庁「海難の現況と対策」に基づき水産庁で作成



海中転落事故の現況とライフジャケットの着用効果
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 事故時に海中転落を伴うと、死亡事故に発展しやすい。
 海中転落者のうち、ライフジャケット非着用者の死亡率は着用者と比べ２倍以上。
 平成30年2月以降、原則、小型船舶の暴露甲板に乗船している者すべてにライフジャケットの着用
が義務化、令和4年2月から違反点数が付与されている。

義務化後も依然としてライフジャケット
非着用の漁業者が散見される。

※平成28年以前は、調査方法が異なるため、それ以降とは連続しない。

資料：水産庁調べ（沿海39都道府県庁を通じ、各漁業協同組合の組
合員を対象として、出漁時におけるライフジャケットの着用者の割合
について調査。）
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図５ ライフジャケット着用の有無による海中転落者の生存・死亡率※（H30～R4年）

図６ 漁業者の出漁時におけるライフジャケットの着用率の推移図４ 漁船の海中転落者数及び死者・行方不明者数の推移
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資料：海上保安庁調べ
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全産業
平均の
約５倍

資料：国土交通省「船員災害疾病発生状況報告（船員法第111条）集計書」に基づき水産庁で作成
注:1) 陸上労働者の災害発生率（暦年）は、厚生労働省の「職場あんぜんサイト」で公表されている統計値。

2) 災害発生率は、職務上休業４日以上の死傷者の数値。

漁業における労働災害発生率

事例①：実習生と共に地域活性化！ 漁業における労働災害発生率は、陸上における全産業の平均の約５倍と、高い水準が
続いている。

（単位：千人率）
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H29年度 H30 R元 R2 R3

(2017年度) (2018) (2019) (2020) (2021)

船員(全船種) 7.9 8.4 7.8 7.8 8.1 

漁船 11.6 12.7 11.6 11.5 12.9 

一般船舶 6.2 5.6 5.5 6.4 6.2 

陸上労働者（全産業） 2.2 2.3 2.2 2.3 2.7 

林業 32.9 22.4 20.8 25.5 24.7 

鉱業 7.0 10.7 10.2 10.0 10.8 

運輸業（陸上貨物） 8.4 8.9 8.5 8.9 9.3 

建設業 4.5 4.5 4.5 4.5 4.9 

図７ 船員及び陸上労働者災害発生率の推移



雇い入れ時等の安全衛生教育の拡充

 労働安全衛生法（安衛法）では、雇用形態や国籍にかかわらず、全ての労働者について、雇い入
れ時や作業内容の変更時に安全衛生教育を行うよう、事業者に義務付け。

 安衛法第59条第１項・第２項の雇い入れ時の教育について、漁業では、一部教育項目の省略が認
められていたが、2024年４月１日より、当該省略規定が廃止される。

【雇入れ時等教育項目】
1. 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取り扱い方法に関すること
2. 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取り扱い方法に関すること
3. 作業手順に関すること
4. 作業開始時の点検に関すること
5. 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及びその予防に関すること
6. 整理、整頓及び清潔の保持に関すること
7. 事故時等における応急措置及び退避に関すること
8. 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

１～４の項目についても義務化



作業安全のための取組①

事例①：実習生と共に地域活性化！
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【事業者向け】

１ いのちを守る作業安全は全てに優先する。

２ 作業安全の確保は経営が継続発展するための要である。

３ 作業安全確保のために必要な対策を講じる。

（１）人的対応力の向上

（２）作業安全のためのルールや手順の順守

（３）資機材、設備等の安全性の確保

（４）作業環境の整備

（５）事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用

４ 事故発生時に備える。

（１）労災保険への加入等、補償措置の確保

（２）事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施

（３）事業継続のための備え

＜共通規範＞

【事業者団体向け】

１ いのちを守る作業安全は全てに優先する。

２ 作業安全の確保は産業が成長するための要である。

３ 構成員の作業安全確保のために必要な支援を行う。

４ 構成員の事故発生時に備えた措置を講じる。

＜個別規範（漁業）抜粋＞

【事業者向け】
１ 作業安全確保のために必要な対策を講じる
（１）人的対応力の向上（共通規範３（１）関係）
① ・・・
② ・・・

（２）作業安全のためのルールや手順の順守（共通規範３（２）関係）
① 関係法令を遵守する。
② 漁労機器や救命設備等、資機材等の使用に当たっては、

取扱説明書の確認等を通じて適正な使用方法を理解する。
③ ライフジャケットの着用を徹底するとともに、作業に応じ、安

全に配慮した服装や保護具等を着用する。
④ 健康状態の管理を行う。
⑤ ・・・
⑥ ・・・

（３）資機材、設備等の安全性の確保（共通規範３（３）関係）

【事業者団体向け】
１ 構成員の作業安全確保のために必要な支援を行う（共通
規範３関係）
① 構成員の意識改革のための啓発活動を実施する。
② 構成員に対し、最新の知見や優良事例等に関する

様々な情報を積極的に提供する。
③ ・・・

 農林水産業・食品産業の現場の新たな作業安全対策に関する有識者会議において、農林水産業・食品産業における作業安
全を推進するため、事業者等における留意事項等を整理した「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範」を策定。

 農林水産業・食品産業に共通する基本的な考え方を整理した「共通規範」と、漁業分野における具体的な取組事項を整理し
た「個別規範（漁業）」から構成され、それぞれ「事業者向け」と、事業者を傘下会員・組合員とする「事業者団体向け」に整理。

具体的な取組事項を整理

具体的な取組事項を整理



事例①：実習生と共に地域活性化！
 個別規範の事項ごとに、取組の必要性や具体的な取組内容等を記載した「解説資料」及び取組事項の実施状況の点検に
ご活用いただけるよう「チェックシート」も用意。チェックシートについては、令和３年度から一部の水産庁補助事業で活用。

 また、作業安全規範の趣旨や、安全対策のためのチェックポイントを分かりやすく伝えるための映像コンテンツを作成。
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【事業者向け】

＜チェックシート（漁業）抜粋＞
【事業者向け】

作業安全規範普及映像 漁業分野作業安全学習教材
「安全に漁業を行うために」

＜解説資料（漁業）抜粋＞

作業安全のための取組②



事例①：実習生と共に地域活性化！
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漁業分野作業安全学習教材（インドネシア語版）
「安全に漁業を行うために」

 漁業では、多くの外国人材が従事しており、その多くはインドネシア人。
 外国人材が巻き込まれる労働災害も多く発生していることから、インドネシア語版の漁業分野作業安全学習教材を作成し、
発生防止の取組を推進。

労働災害を無くすためには、外国人材自身も安
全対策を自分事と捉え、ヒヤリ・ハット等をま
わりに共有することが重要。

作業安全のための取組③



～ 作業安全動画一覧 ～
 リーフレットを作成し、漁業カ
イゼン講習会や９月の船員労働
安全衛生月間、10月の漁船安
全操業推進月間等で漁業者等へ
配布。

 URLもしくは二次元コードから
アクセスすることで簡単に動画
を視聴できるため、

・個人での視聴
・イベント
・安全研修等

にご活用ください。

作業安全のための取組④
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